
公的資金補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画

Ⅰ　基本的事項

１　団体の概要

団体名

注１　団体が一部事務組合等（一部事務組合、広域連合及び企業団をいう。以下同じ。）の場合は、「団体名」

　　欄に一部事務組合等の名称を記載し、「構成団体名」欄にその構成団体名を列記すること。

　２　「職員数」欄は、普通会計の全職員数を記載すること。

２　財政指標等

標準財政規模（百万円）

地方債現在高（百万円）

積立金現在高（百万円）

　注　平成17年度（又は平成18年度）の地方財政状況調査及び公営企業決算状況調査の報告数値を記入すること。

　　　なお、一部事務組合等に係る財政力指数、実質公債費比率、経常収支比率については、当該一部事務組合等

　　の構成団体の各数値を加重平均したものを用いるものとする（ただし、旧資金運用部資金及び旧簡易生命保険

　　資金について対象としない財政力指数１．０以上の団体の区分については構成団体の中で最も低い財政力指数

　　を記載すること。）。

３　合併市町村等における合併市町村基本計画等の要旨

　注１　「新法による合併市町村、合併予定市町村」とは、市町村の合併の特例等に関する法律（平成16年法律

　　　第59号）第２条第２項に規定する合併市町村及び同条第１項に規定する市町村の合併をしようとする市町

　　　村で地方自治法（昭和22年法律第67号）第７条第７項の規定による告示のあったものをいう。

　　２　「旧法による合併市町村」とは、市町村の合併の特例に関する法律（昭和40年法律第６号）第２条第２

　　　項に規定する合併市町村（平成７年４月１日以後に同条第１項に規定する市町村の合併により設置された

　　　ものに限る。）をいう。

　　３　□にレを付けた上で要旨を記載すること。また、要旨については、別様としても差し支えないこと。

４　財政健全化計画の基本方針等

　注　計画期間については、原則として平成19年度から23年度までの５か年とすること。

　□　新法による合併市町村、合併予定市町村の合併市町村基本計画の要旨
　□　旧法による合併市町村の市町村建設計画の要旨
　■　該当なし

1.27(H18)

基 本 方 針

内　　　容

既存の計画である「公債費負担適正化計画」、「集中改革プラン」
（第５次行政改革大綱）に基づき、実質公債費比率の適正化と行財政
改革の推進を図る。

弟子屈町財政健全化計画

平成19年度～平成23年度

集中改革プラン（平成17年度～平成21年度）

区　　分

計 画 名

計 画 期 間

既 存 計 画 と の 関 係

公 表 の 方 法 等

139
構成団体名

財政力指数

実質公債費比率　(％)

経常収支比率　　(％)

実質収支比率　　(％)

うち普通会計債現在高(百万円) 10,999(H18)87.4(H18)

22.1(H19)

9,023国調人口(H17.10. 1現在)

職員数(H19. 4. 1現在)

ホームページ・町広報紙・議会報告

弟子屈町

4,191(H18)

11,415(H18)

416(H18)

301(H18)

うち公営企業債現在高(百万円)

0.26(H18)



Ⅰ　基本的事項（つづき）

５　繰上償還希望額等

補償金免除額

注　「旧資金運用部資金」の「補償金免除額」欄は、各地方公共団体の「繰上償還希望額」欄の額に対応する額として、計画提出前の一定基準

　日の金利動向に応じて算出された予定額であり、各地方公共団体の所在地を管轄とする財務省財務局・財務事務所に予め相談・調整の上、確

　認した補償金免除(見込)額を記入すること。

６　平成１９年度末における年利５％以上の地方債現在高の状況

【旧資金運用部資金】

【旧簡易生命保険資金】

【公営企業金融公庫資金】

注１　地方債計画の区分ごとに記入すること。

　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

一
般
会
計

出
資
債
等

一
般
会
計

出
資
債
等

小　　　計　　　　 (A)

事業債名

普
通
会
計
債

事業債名

小　　　計　　　　 (A)

一
般
会
計

出
資
債
等

普
通
会
計
債

公営住宅建設事業

学校教育施設等整備事業

67,295 292 67,587

67,295 67,295

292 292

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

年利６％以上７％未満
（平成21年度末残高）

年利７％以上
(平成20年度9月期残高)

合　　計

4,831

4,831

33,283

2,658

40,772

4,831

34,905

1,036

1,036

33,283

1,622

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

年利６％以上７％未満
（平成20年度末残高）

年利７％以上
（平成19年度末残高）

小　　　計　　　　 (A)

事業債名

普
通
会
計
債

一般公共事業

小　　　計　　　　 (B)

学校教育施設等整備事業

公営住宅建設事業

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成20年度9月期残高)

年利６％以上７％未満
(平成20年度9月期残高)

年利７％以上
(平成19年度末残高)

合　　計

　　　　　　合　　　計　　 (A)+(B) 34,905 1,036 4,831

小　　　計　　　　 (B)

　　　　　　合　　　計　　 (A)+(B) 67,295 292

小　　　計　　　　 (B)

　　　　　　合　　　計　　 (A)+(B)

年利５％以上６％未満 年利６％以上７％未満 年利７％以上

67,587

40,772

合　　計

旧 資 金 運 用 部 資 金
35 1 5繰上償還希望額

繰上償還希望額

41

4 0 1 4

67 1繰上償還希望額

(単位：百万円)

合　　計区　　　分

公営企業金融公庫資金

68旧簡易生命保険資金



Ⅱ　財政状況の分析

区　　分

財 務 上 の 特 徴

課 題 ① 税収入の確保

課 題 ② 給与水準・定員管理の適正合理化

課 題 ③ 公債負担の健全化

課 題 ④ 公営企業繰出金の適正運用

課 題 ⑤ 土地開発公社の適正な運営

留 意 事 項

　注１　「財務上の特徴」欄は、人口や産業構造、財政構造や地域特性等を踏まえて記載すること。また、

　　　財政指標等について、経年推移や類似団体との水準比較などをし、各自工夫の上説明すること。

　　２　「財政運営課題」欄は、税収入の確保、給与水準・定員管理の適正合理化、公債負担の健全化、

　　　公営企業繰出金の適正運用、地方公社・第三セクターの適正な運営等、団体が認識する財政運営上

　　　の課題及びその具体的施策について、優先度の高いものから順に記載する。また、財政運営課題と

　　　認識する理由を類似団体等との比較を交えながら具体的に説明すること。

　　３　「留意事項」欄は、「財政運営課題」で取り上げた項目の他に、財政運営に当たって補足すべき

　　　事項を記載すること。

　　４　必要に応じて行を追加して記入すること。

財 政 運 営 課 題

内　　　　容

本町の人口は17年国調で9,023人、19年3月31日現在で8,824人で減少傾
向で推移している。産業構造については農業・観光等に占める割合が多
い。財政力指数は0.261、経常経費比率は87.4、実質公債費比率は過去
の公共投資の起債償還額の増などで22.1と基準を超える状況で､昨年公
債費負担適正化計画を策定し公債費比率の抑制に取り組んでいる。
地方交付税の削減など地方財政を取り巻く状況が厳しさを増す中、平成
15年度からの第4次行政改革、平成18年度からの第5次行政改革により、
人件費をはじめとした経費の削減 、普通建設事業の精査などによる地
方債借入の抑制、地方債残高の削減、使用料手数料の見直しなどに取り
組んできている。

地方交付税の削減や経済情勢が好転しないなど、財政状況は大変厳しく、今までに行
政改革（職員給与の削減、課の統廃合の実施、委託業務の見直し、使用料手数料の値
上げ等）を実施した。今後、行政改革を推進するためには行政評価の導入を図り、更
に厳しく推進することが必要である。

運営上、課題となるのは未収金である（町の財政状況から分割払いと
なっているため）

基準外繰出しの解消

実質公債費比率が１８％以上のため地方債発行に許可が必要な許可団体
となっている。

給与構造の見直し

地方税の徴収率は年々向上はしているが、更なる歳入確保。



Ⅲ　今後の財政状況の見通し
（単位：百万円）

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込）

地方税 920 875 926 892 857 944 930 930 930 930

地方譲与税 306 317 349 354 385 316 315 316 315 315

地方特例交付金 24 26 23 25 15 4 4 4 4 4

地方交付税 3,299 3,132 3,012 3,060 3,279 3,322 3,221 3,137 3,207 3,061

小計（一般財源計） 4,549 4,350 4,310 4,331 4,536 4,586 4,470 4,387 4,456 4,310

分担金・負担金 160 170 173 171 145 185 184 184 184 184

使用料・手数料 417 405 337 323 311 305 305 305 305 305

国庫支出金 430 319 237 180 173 224 218 198 258 188

うち普通建設事業に係るもの 282 116 46 42 64 91 96 76 136 66

都道府県支出金 322 370 360 290 275 296 295 295 295 295

うち普通建設事業に係るもの 33 47 61 11 14 12 13 13 13 13

財産収入 41 34 20 20 27 22 20 20 20 20

寄附金 77 73 48 65 64 54 55 55 55 55

繰入金 157 78 236 60 53 56 50 50 50 50

繰越金 105 113 69 74 87 53 46 61 75 40

諸収入 382 497 225 159 169 174 170 170 170 170

うち特別会計からの貸付金返済額

うち公社・三ｾｸからの貸付金返済額

地方債 2,414 749 562 406 447 338 320 300 1,220 500

特別区財政調整交付金

9,054 7,158 6,577 6,079 6,287 6,293 6,133 6,025 7,088 6,117

人件費　　　　　　　ａ 1,471 1,421 1,338 1,204 1,161 1,244 1,163 1,139 1,126 1,084

うち職員給 1,029 988 909 843 808 826 810 797 767 753

物件費　　　　　　　ｂ 1,202 1,148 1,054 989 977 1,020 1,010 1,000 990 980

維持補修費　　　　　ｃ 172 235 116 152 126 136 130 130 130 130

ａ＋ｂ＋ｃ＝　　　　ｄ 2,845 2,804 2,508 2,345 2,264 2,400 2,303 2,269 2,246 2,194

扶助費 293 395 419 421 401 420 420 420 420 420

補助費等 851 940 854 855 901 779 770 770 770 770

うち公営企業(法適)に対するもの 6 11 13 10 11 11 11 11 11 11

普通建設事業費 3,009 978 779 417 530 640 610 564 1,745 896

うち補助事業費 566 267 183 97 147 207 226 169 1,447 450

うち単独事業費 2,190 599 458 320 383 433 384 395 298 446

災害復旧事業費 1 3

失業対策事業費

公債費 1,317 1,345 1,284 1,254 1,369 1,297 1,267 1,230 1,175 1,109

うち元金償還分 1,004 1,060 1,020 1,019 1,152 1,096 1,081 1,059 1,023 955

積立金 83 74 54 69 124 58 55 55 55 55

貸付金 76 72 67 67 56 53 55 55 55 55

うち特別会計への貸付金

うち公社、三ｾｸへの貸付金

繰出金 460 479 537 564 586 595 590 585 580 575

うち公営企業(法非適)に対するもの 460 479 537 564 586 595 590 585 580 575

その他 7 2 1 2 2 2 2 2 2

8,941 7,089 6,503 5,992 6,234 6,247 6,072 5,950 7,048 6,076

　【財政指標等】

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込）

形式収支 113 69 74 87 53 46 61 75 40 41

実質収支 113 69 74 87 53 46 61 75 40 41

標準財政規模 4,225 4,019 3,916 4,031 4,191 4,256 4,171 4,096 4,174 4,036

財政力指数 0.24 0.25 0.26 0.26 0.26 0.25 0.25 0.25 0.26 0.26

実質赤字比率　　　(％)

経常収支比率　　　(％) 85.2 86.1 86.2 84.6 87.4 87.8 88.0 88.2 88.5 88.8

実質公債費比率    (％) － － － 21.4 22.1 20.4 19.0 17.4 16.2 15.4

地方債現在高 13,501 13,190 12,732 12,120 11,415 10,648 9,887 9,128 9,335 9,160

積立金現在高 406 403 220 230 301 304 308 312 320 328

財政調整基金 55 57 14 20 81 82 83 84 84 85

減債基金 61 61 1 1 1 1 1 1 1 1

その他特定目的基金 290 285 205 209 219 221 224 227 235 242

区　　分

（単位：百万円）

歳 入 合 計

区　　分

歳 出 合 計



Ⅳ　行政改革に関する施策

具　体　的　内　容

現在検討中

行革推進法で地方公務員人件費を５年間で国家公務員の定員純減（△５．７％）と同程度の定員純減を実施するとなっているが、当町
は今後５年間で定員を△１２％程度を純減し、人件費についても△７％を目標とする。

今までに、組織機構改革として課の統廃合による削減、収入役の廃止、勧奨退職制度の見直し（55歳から50歳）、降任制度の確立、人
事異動意向調査の実施等定員管理について検討しました。今後も事務事業の民間委託、指定管理者制度、勧奨退職者等により、退職者
の補充を１名程度とし、５年間で１８名の減（△１２％）を目標とし、定数外職員の補充を極力抑える。

給与の適正化については、今までに特別職・一般職の給与の独自削減、各種手当の見直し、議会議員の定数見直し、議員報酬・手当等
の減額を関係機関の協力により実施しきたが、今後更に給与構造の見直し等により経費削減を検討する。

◇　国家公務員の給与構造改革を
　踏まえた給与構造の見直し、地
　域手当のあり方

平成１９年度から給与構造を見直し実施しており（国家公務員と同様の給与構造）、今後勤務評価を導入し改革に努めるが、財政状況
によっては再度、独自削減を検討する。又、地域手当は導入していない。

◇　技能労務職員の給与のあり方
本来、一般行政職とは別な給与表を設定することが望ましいが、当町は少人数（普通会計１名、介護事業２名）であり今後も採用予定
が無いことから一般行政職と同様の給与表を採用している。又、一般行政職の人件費の公表と併せて、技能労務職員についも平成２０
年３月までに公表する計画がある。

◇　退職時特昇等退職手当のあり方

現在、勧奨退職に限り4～12号俸の特昇を実施しているが、今後新たに施設の民営化を検討している中で、本制度が果たす役割を期待
できる部分もあるが、職員の新陳代謝の促進、組織の活性化、更に公務能率の増進等、今後は勧奨退職制度のあり方について、定員管
理の適正化が図られた時点において廃止に向けた見直し・検討を行う必要がある。（平成18年度から勧奨退職年齢を50歳から45歳に5
歳引き下げを実施）

◇　福利厚生事業のあり方
年1回の職員健康診断と職員体育大会を実施しているが、今後も住民理解が得られる範囲の事業展開は必要と考える。又、国・道をは
じめ近隣市町村の動向を見ながら検討していきたい。

委託業務の見直しなどによる民営化・指定管理者制度の導入や各種事務事業評価制度等導入による経費の削減。

保育園等の民営化・指定管理者制度導入による経費削減、各種事務事業評価制度導入・広域連携事務等による経費見直し。

保育園、老人ホーム、学校給食センター等の民営化・指定管理者制度等の検討。

項　　　目

１　合併予定市町村等にあってはその予定
　とこれに伴う行革内容

２　行革推進法を上回る職員数の純減や人
　件費の総額の削減

３　物件費の削減、指定管理者制度の活用
　等民間委託の推進やＰＦＩの活用等

○　地方公務員の職員数の純減の状況

○　給与のあり方

○　物件費の削減

○　指定管理者制度の活用等民間委託の
　推進やＰＦＩの活用



Ⅳ　行政改革に関する施策（つづき）

具　体　的　内　容

釧路・根室広域地方税滞納整理機構等による滞納処分の適正執行。又、口座振替の利用促進・関係各課との連携強化・町理事者の訪問
徴収・休日・夜間の窓口開設・納税対策本部会議など納税執行体制の充実をはかる。売却可能資産の処分は今後も引き続き検討し、歳
入確保を検討する。

土地開発公社は未収金があり（現在、町は分割払い）、公社の解散に向け、今後一括又は繰上償還について検討する。

行政改革・財政状況とも町条例により情報公開している。又、行政評価も視野に入れ検討する。

行政改革は「弟子屈町の集中改革プランへの取り組み」をはじめ平成１８年度からは「第5次行政改革大綱」を計画しているが、町の
ホームページへ掲載しており、変更ごとに更新して情報公開している。また、財政状況は同様に町のホームページに掲載しており、年
3回町広報紙へ掲載情報公開している。

◇　給与及び定員管理の状況の公表 町条例により年２回広報紙へ掲載、またホームページへ掲載、情報公開している。

◇　財政情報の開示 町条例により年３回広報紙へ掲載、またホームページへ掲載、情報公開している。

現在、当町は総務省方式を採用し、賃借対照表の１表を作成しているが、今後は関連団体等も含む連結ベースで残り３表を標準形と
し、平成21年度頃までに整備する。

町民の視点に立った成果重視の行政を推進するため、政策や事務事業について、その目的と効果を明らかにし、目標を設定した上で取
り組み、実施後の評価を次の立案に生かすというサイクル（計画・実施・評価・改善）の定着化を図る。

　注１　上記区分に応じ、「Ⅱ　財政状況の分析」の「財政運営課題」に揚げた各課題に対応する施策を具体的に記入すること。その際、どの課題に対応する施策か明らかとなるよう、Ⅱ

　　　に付した課題番号を引用しつつ、記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

７　その他

４　地方税の徴収率の向上、売却可能資産
　の処分等による歳入の確保

５　地方公社の改革や地方独立行政法人へ
　の移行の促進

○　行政評価の導入

６　行政改革や財政状況に関する情報公開
　の推進と行政評価の導入

○　行政改革や財政状況に関する情報公開

○　公会計の整備

項　　　目



Ⅴ　繰上償還に伴う行政改革推進効果
１　主な課題と取組及び目標

　注　必要に応じて行を追加して記入すること。

２　年度別目標

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込）

174 170 159 148 142 139 135 132 127 124

-3 -4 -11 -11 -6 -35 -3 -4 -3 -5 -3 -18

職員数のうち一般行政職員数 165 161 157 146 140 137 133 131 126 123

増減数 -2 -4 -4 -11 -6 -27 -3 -4 -2 -5 -3 -17

職員数のうち教育職員数

増減数

職員数のうち警察職員数

増減数

職員数のうち消防職員数

増減数

職員数のうち技能労務職員数 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1

増減数 -1 0 -7 0 0 -8 0 0 0 0 0 0

－ － － 21.4 22.1 20.4 19.0 17.4 16.2 15.4

0.7 -1.7 -1.4 -1.6 -1.2 -5.2

13,501 13,190 12,732 12,120 11,415 10,648 9,887 9,128 9,335 9,160

1,410 -311 -458 -612 -705 -676 -767 -761 -759 207 -175 -2,255

1,309 1,261 1,166 1,083 1,046 1,070 1,047 1,028 991 973

-32 16 111 194 231 520 -24 -1 18 55 73 121

　注１　歳出削減策のみならず、歳入確保策についても幅広く検討の上、記入すること。 520 121

　　２　「課題」欄については、「１　主な課題と取組及び目標」の「課題」欄の番号を記入すること。

　　３　改善額については、原則として、計画期間中(又は計画前５年間)の当該見直し施策実施年度の前年度との比較により算出し、その改善効果がその後の計画期間中(又は計画前５年間)も継続するものとして、 4
　　　各年度の改善額を計上すること。

    ４　計画期間中の改善額の合計については「計画合計」欄に計上し、計画前５年間の改善額の合計については「計画前５年間実績」欄に計上すること。

　　５　「計画前５年間改善額　合計」欄及び「改善額　合計」欄については、人件費(退職手当を除く。)その他改善額を記入することが可能なものの合計を記入すること。

　　６　３による「改善額」が対前年度との比較により算出できない項目、その改善効果が単年度に限られる項目については、当該改善額のみ当該見直し施策の実施年度の「改善額」欄に計上し、計画期間内（又は

　　　計画前５年間）を通じての改善額しか算出できない項目については、当該計画期間内（又は計画前５年間）を通じた改善額を「計画合計」欄（又は「計画前５年間実績」欄）に計上すること。またその場合の

　　　改善額の算出方法について、Ⅳの当該施策に係る「具体的内容」欄に合わせて記入すること。

　　７　「(参考)補償金免除額」欄に記入する「補償金免除額」とは、計画提出前の一定基準日の金利動向に応じて算出された予定額（補償金免除(見込)額）であり、Ⅰの「５　繰上償還希望額」に記入した「旧資

　　　金運用部資金」の「繰上償還希望額」に対応する「補償金免除額」の「合計」欄の額を転記すること。

　　８　必要に応じて行を追加して記入すること。

行政管理経費

改善額

○○○

改善額

○○○

改善額

計画前５年間改善額　合計

計画合計

職員数

増減数

計画前５年度
実　績

項　　目

実　　　　　績 目　　　　　標

地方債現在高

1

実質公債費比率

増減

課　題

増減

３　公営企業会計に対する基準外繰出しの解消

４　その他

法非適用事業を中心に使用料等の見直し、収納額の向上を図り基準外繰出しの解消を図る。

行政管理費（人件費+物件費+維持補修費）について、指定管理者制度の導入・施設の民営化等、更には各種事務事業評価制度導入を図る。

１　職員数の純減や人件費の総額の削減

２　公債費負担の健全化（地方債発行の抑制等）

課　題 取 組 及 び 目 標

事務事業の民間委託、指定管理者制などにより、退職者の補充を1名程度とし、5年間で18名の減（△12％）を目標とする。

公債費負担適正化計画に基づき、地方債の発行を抑制するとともに、高金利地方債の繰上償還により、公債費負担の抑制､健全化を図る。

○○○

改善額

○○○

改善額

（単位：人、百万円）

改 善 額　　合　計

（参考）補償金免除額

人件費(退職手当を除く。)

改善額
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